
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 力 だ よ り 
 

 老 人 保 健 施 設  清 華 苑 養 力 セ ン タ ー 

2019 
９ 月 号 

 生きる力を養う施設 お客さま相談室の相談員が発行する「ようりきだより」  社会福祉法人 三幸福祉会 

YOURIKI 

衣類のお願い 
もうすぐ涼しい時期となりますので、キャビネット内

の衣類の確認をお願いします。体調管理の為にも、カ

ーディガン等の上着をご持参下さい。施設のリース服

をご利用の方も、上着などはセットに含まれていない

為、膝掛けや上着の持参をお願いします。持参物には

名前を記入し、洗濯は定期的に 

ご家族で行って頂きますよう 

お願いします。 

  
裏面もご確認頂きますよう 

お願い致します。 

利用料金変更のお知らせ 
令和元年 10 月の消費税増税(８％→１０％)に伴い、

利用料金やその他物品につきましても料金改定となり

ます。詳細につきましては、後日案内を送付させてい

ただきます。その際には、書面をご確認いただきます

ようお願い致します。 

 

行事予定 
●朗読ボランティア 

9 月 9 日（月）１４時～ 

 

●車椅子清掃ボランティア 

9 月１２日（木）１４時～ 

 

●カラオケボランティア 

９月１７日（火）１４時～ 

 

●お誕生日会（９月生まれの方対象） 

９月２３日（月）１３時４５分～１４時４５分 

場所 各階ホール 

 

●ダ・カーポ音楽療法 

 ９月２７日（金）９時30 分～ 

 

 

☆開講場所☆ 

老人保健施設 清華苑養力センター 
明石市大久保町大窪３１０７−５ 

※昨年度と開講場所が異なります。 

介護予防教室のお知らせ 
～いきいきシニアライフ 清華苑の介護予防教室～ 

 

令和元年１０月～令和２年１月にかけて介護予防教室

を開講します。入所者ご家族様、介護に興味のある方、

地域の方々、学生さん、どなたでもお気軽にお越し下さ

い。申し込み用紙に記入し、直接ご持参いただくか、Ｆ

ＡＸにてお申し込みください。お電話でも受け付けてお

ります。参加費は無料です。 

    

 

【お申込み先】 
清華苑養力センター 

お客さま相談室（廣田、酒井、大中、阿部、大久保） 

ＴＥＬ ０７８−９３４−００７０ 

ＦＡＸ ０７８−９３４−００５８ 

●第一講座 

テーマ 健康寿命をのばそう 
講師  清華苑養力センター 理学療法士 

日時  １０月２０日（日） 

１３時３０分～１５時 

 

●第二講座 

テーマ 食べること、ずっと笑顔でい

る秘訣 
講師  清華苑養力センター 栄養士、介護福祉士 

日時  １１月２４日（日） 

１３時３０分～１５時 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事項につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当苑職員までお問い合わせ下さい。 

 

老人保健施設 清華苑養力センター  

お客様相談室 

TEL  ０７８−９３４−００７０ 

FAX  ０７８−９３４−００５８ 

 

 

 

 

 

                           様 

 

下記の□欄にレ点のある方は、チェックされた文面をご確認下さい。 
 

□ケアプラン開示の日程調整について（担当：ケアマネジャー 廣田） 

３ヶ月に１度、定期的に会議を開催し、ご利用者様の状態に基づき計画書を 

作成しております。 

ご家族様と二人三脚でよりよいケアを目指すため、直接お会いし、 

ご意向を伺いたいと思います。 

計画書の開示は厚生労働省にて義務づけられています。 

  

ケアプラン説明の日程を調整させて頂きますので、当苑までご連絡下さい。 

（※メモ    月   日        時～ 会議を行う予定ですので会議日以降に 

ご連絡下さい。） 

  

□  介護保険証の更新手続きについて（担当：ケアマネジャー 廣田） 

     介護保険証の有効期限迫っておりますので、更新手続きをさせて頂きます。 

     申請書と介護保険証（原本）をご持参下さい。 

   

□  介護保険更新手続きの結果報告と 

介護保険証持参のお願い（担当：ケアマネジャー 廣田） 

新しい介護保険証が届きましたら、当苑までご持参下さい。 

新しい要介護度での手続きをさせて頂きます。 

 

□  入所期間の更新手続きについて（担当：酒井、阿部、大久保） 

入所受入れ期間の期限が迫っております（過ぎております）ので手続きが必要です。 

□ 来苑される日時をご連絡下さい。（来苑時に相談室へお声かけ下さい） 

□同封した「入所期間確認書」をご確認頂き、署名・捺印後ご返送下さい。 

※２部同封していますので、控えは家族様で保管して下さい。 

 

 

 

 


